
ズ
ー
ム
ア
ッ
プ
経
済
統
計

中
小
企
業
の
人
手
不
足
問
題
は
深
刻

に
な
っ
て
い
る
。
日
本
政
策
金
融
公
庫

の
調
査
で
は
、
中
小
企
業
の
約
６
割
が

今
年
の
不
安
要
素
と
し
て
「
人
材
の
不

足
、
育
成
難
」
を
あ
げ
て
い
る
。

人
手
不
足
解
消
の
た
め
に
は
、
人
材

の
「
確
保
」
と
「
定
着
」
が
課
題
と
な

る
。
人
材
の
確
保
に
つ
い
て
、
中
小
企

業
の
多
く
が
必
要
と
考
え
る
社
員
は
、

新
卒
よ
り
も
即
戦
力
と
な
る
中
堅
層
や

経
験
の
あ
る
若
手
の
よ
う
で
あ
る
。

「
２
０
１
７
年
版 

中
小
企
業
白
書
」

に
よ
る
と
、
中
小
企
業
・
求
職
者
と
も

に
「
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
」
が
最
も
有
効
な

採
用
手
段
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、

「
就
職
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
」
の
よ
う
に

若
手
の
人
材
が
有
効
と
考
え
る
手
段
や
、

「
取
引
先
（
関
連
会
社
・
銀
行
含
む
）

の
紹
介
」
の
よ
う
に
55
歳
以
上
の
人
材

が
有
効
と
考
え
る
手
段
の
活
用
に
対
し

て
、
有
効
性
を
感
じ
て
い
る
中
小
企
業

は
少
な
い
。
人
材
の
確
保
に
は
、
こ
の

よ
う
な
「
認
識
の
ズ
レ
」
の
解
消
が
必

要
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

確
保
し
た
人
材
の
「
定
着
」
も
重
要

だ
。
中
小
企
業
で
も
、
賃
金
の
向
上
や

職
場
環
境
の
美
化
な
ど
、
人
材
定
着
策

を
講
じ
て
い
る
よ
う
だ
が
、「
２
０
１

５
年
版 

中
小
企
業
白
書
」
に
よ
れ
ば
、

中
小
企
業
と
就
業
者
で
人
材
定
着
の
た

め
に
有
効
だ
と
考
え
る
取
組
み
に
も

「
認
識
の
ズ
レ
」
が
あ
る
（
図
表
）。

特
に
、「
在
宅
勤
務
・
テ
レ
ワ
ー
ク
の

導
入
」
や
「
介
護
休
暇
」
の
導
入
な
ど

の
「
働
き
方
改
革
」
に
含
ま
れ
る
取
組

み
は
、
企
業
に
お
け
る
実
施
率
や
「
有

効
で
あ
る
」
と

考
え
る
企
業
の

割
合
が
低
い
一

方
で
、
多
く
の

就
業
者
は
こ
れ

ら
の
取
組
み
を

有
効
と
考
え
て

い
る
。
近
年
の

社
会
問
題
で
も

あ
る
「
ハ
ラ
ス

メ
ン
ト
対
策
」

に
つ
い
て
も
同

様
で
あ
る
。

人
材
不
足
問

題
の
解
決
に
向

け
、
複
数
の
主

体
も
支
援
策
を

打
ち
出
し
て
い

る
。
た
と
え
ば
、

中
小
企
業
庁
は
、「
よ
ろ
ず
支
援
拠

点
」
な
ど
を
通
じ
、
人
手
不
足
問
題
を

含
む
中
小
企
業
の
経
営
課
題
の
相
談
・

解
決
策
の
提
示
・
専
門
家
の
派
遣
な
ど

を
実
施
し
て
い
る
。
ま
た
、
17
年
７
月

に
は
人
手
不
足
問
題
解
決
の
成
功
事
例

も
含
む
「
中
小
企
業
・
小
規
模
事
業
者

人
手
不
足
対
応
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
を
公

表
し
て
い
る
。
一
部
の
金
融
機
関
は
、

中
小
企
業
と
密
接
な
関
係
を
持
つ
立
場

か
ら
、
人
手
不
足
の
解
消
に
資
す
る
設

備
投
資
の
た
め
の
支
援
を
行
っ
て
い
る
。

一
方
、
金
融
庁
は
、
金
融
機
関
が
取
引

先
企
業
へ
の
人
材
紹
介
業
務
の
取
扱
い

が
可
能
で
あ
る
と
明
確
化
す
る
監
督
指

針
の
改
正
案
を
18
年
１
月
に
公
表
し
た
。

前
述
の
と
お
り
、
金
融
機
関
な
ど
の
取

引
先
に
よ
る
中
小
企
業
の
紹
介
に
有
効

性
を
感
じ
る
求
職
者
も
少
な
く
な
い
。

金
融
機
関
が
人
手
不
足
問
題
の
解
決
に

さ
ら
に
貢
献
す
る
余
地
は
あ
る
か
も
し

れ
な
い
。

中
小
企
業
の
人
手
不
足
解
消
策

に
お
け
る「
認
識
の
ズ
レ
」

（
中
小
企
業
庁
委
託
「
中
小
企
業
・
小
規
模
事
業
者
の
人
材
確
保
と
育
成
に

関
す
る
調
査
」）

森
　
駿
介

大
和
総
研 
金
融
調
査
部

研
究
員

〔図表〕 中小企業の取組みと就業者・企業間の「認識のズレ」
（単位　％、％ポイント）

中小企業の
取組み

（取組み「有」）

有効性
認識の差

(就業者－企業）
賃金の向上（基本給･ボーナス) 70.8 ▲ 4.5
職場環境の美化・安全性の確保 65.2 0.9
雇用の安定化 63.7 5.5
資格取得支援 60.0 7.9
興味にあった仕事・責任のある仕事の割当て 59.5 5.3
在宅勤務・テレワークの導入 9.2 26.7
ハラスメント対策
（セクハラ・パワハラ・マタハラ等） 38.2 19.8

介護休暇 34.7 18.7
社外との人材交流 33.0 15.6
人事制度の明確化
（キャリアプランの明確化など） 28.5 13.1

（注）１ ．「有効性認識の差」は、各取組みが人材定着において「有効である」
という回答の割合の従業員と企業の差を表わす。いずれの項目も複数
回答。

　　２ ．中小企業の実施率の高い取組み（五つ）と、有効性認識の差が大き
い取組み（五つ）のみを抽出している。

（出所） 　中小企業庁委託「中小企業・小規模事業者の人材確保と育成に関す
る調査」（2014年12月、野村総合研究所）から大和総研作成。
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